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【誤訳訂正書】
【提出日】令和1年9月3日(2019.9.3)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８１】
　本発明の別の実施形態において、取得された２つの音声コマンドが互いに対立する場合
、時間に関する決定要素が追加される。優先順位の高いコマンドが認識された後、車載中
央制御デバイスがプリセット時間Ｔ１内に対立コマンドを認識したが、認識された対立コ
マンドが、比較的低い優先順位を有している場合、比較的低い優先順位を有するそのコマ
ンドは無視される。優先順位の高いコマンドが認識された後、車載中央制御デバイスがプ
リセット時間Ｔ１後に対立コマンドを認識した場合、車載中央制御デバイスは、音声コマ
ンドが認識された時間順に従って、取得された音声コマンドに応答する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
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【請求項１】
　音声の発生位置を特定するための方法であって、前記方法は、
　Ｋ個の集音センサにより、Ｋ個の第１音声信号を収集するステップであって、Ｋは２以
上の整数である、ステップと、
　プロセッサにより、第１位置に対応する第２音声信号を抽出するステップと、
　前記プロセッサにより、前記抽出された第２音声信号に対して音声認識を実施するステ
ップと、
　前記プロセッサにより、前記第２音声信号に対応する第１音声コマンドを取得するステ
ップと、
　出力装置により、前記第１音声コマンドに応答するステップと、
　前記プロセッサにより、第２位置に対応する第３音声信号を抽出するステップと、
　前記プロセッサにより、前記抽出された第３音声信号に対して音声認識を実施するステ
ップと、
　前記プロセッサにより、前記第３音声信号に対応する第２音声コマンドを取得するステ
ップと、
　前記出力装置により、前記第２音声コマンドに応答するステップと、
を具備し、
　車載中央制御装置が優先順位の高いコマンドを認識してから所定の時間内に対立コマン
ドを認識した場合、相対的に優先順位が低いコマンドが無視され、
　車載中央制御装置が前記優先順位の高いコマンドを認識してから所定の時間後に対立コ
マンドを認識した場合、認識した音声コマンドの時系列順にしたがって取得した音声コマ
ンドに応答し、
　少なくとも２つのコマンドに対して同じリソースが使用され、少なくとも２つのコマン
ドの実行中に使用された同じリソースに対して異なる動作が実行されるとき、少なくとも
２つのコマンドは対立コマンドであることを特徴とする音声の発生位置を特定するための
方法。
【請求項２】
　前記第１音声コマンド及び前記第２音声コマンドに応答する前記ステップは、前記第１
及び第２音声コマンドに対応する前記第１位置及び前記第２位置の優先順位に従って、優
先順位の高い音声コマンドに優先的に応答するステップを具備することを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１音声コマンド及び前記第２音声コマンドに応答する前記ステップは、音声コマ
ンドの優先順位に従って、優先順位の高い音声コマンドに優先的に応答するステップを具
備し、大人の音声の音声コマンドの優先順位は、優先順位が高く設定されるが、子供の音
声は、優先順位が低く設定されるか又はブロックされる
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　Ｋ個の集音センサにより、Ｋ個の第１音声信号を収集する前に、前記方法は、
　車載システムにより、前記車載システムの少なくとも１つの座席が占有されていると判
定するステップ
をさらに具備することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記プロセッサにより、前記第２音声信号に対応する第１音声コマンドと、前記第３音
声信号に対応する第２音声コマンドとを、取得した後に、前記方法は、
　前記プロセッサにより、ユーザの測定された体重と、前記第２及び第３音声信号の認識
された声紋とを参照して、前記ユーザの身元を判定するステップ
をさらに具備することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　端末デバイスであって、前記端末デバイスは、
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　Ｋ個の第１音声信号を収集するように構成されたＫ個の集音センサであって、Ｋは２以
上の整数である、Ｋ個の集音センサと、
　第１位置に対応する第２音声信号を抽出するとともに、前記抽出された第２音声信号に
対して音声認識を実施し、前記第２音声信号に対応する第１音声コマンドを取得するよう
に構成されたプロセッサと、
　前記第１音声コマンドに応答するように構成された出力装置と、
を具備し、
　前記プロセッサは、第２位置に対応する第３音声信号を抽出するとともに、前記抽出さ
れた第３音声信号に対して音声認識を実施し、前記第３音声信号に対応する第２音声コマ
ンドを取得するようにさらに構成され、
　前記出力装置は、前記第２音声コマンドに応答するようにも構成されており、
　車載中央制御装置が優先順位の高いコマンドを認識してから所定の時間内に対立コマン
ドを認識した場合、相対的に優先順位が低いコマンドが無視され、
　車載中央制御装置が前記優先順位の高いコマンドを認識してから所定の時間後に対立コ
マンドを認識した場合、認識した音声コマンドの時系列順にしたがって取得した音声コマ
ンドに応答し、
　少なくとも２つのコマンドに対して同じリソースが使用され、少なくとも２つのコマン
ドの実行中に使用された同じリソースに対して異なる動作が実行されるとき、少なくとも
２つのコマンドは対立コマンドであることを特徴とする端末デバイス。
【請求項７】
　前記第１音声コマンド及び前記第２音声コマンドに応答するように構成された前記出力
装置は、具体的には、
　前記出力装置は、前記第１及び第２音声コマンドに対応する前記第１位置及び前記第２
位置の優先順位に従って、優先順位の高いコマンドに優先的に応答するように構成される
ことを含むことを特徴とする請求項６に記載の端末デバイス。
【請求項８】
　前記出力装置は、音声コマンドの優先順位に従って、優先順位の高い音声コマンドに優
先的に応答するように構成され、大人の音声である音声コマンドの優先順位は、優先順位
が高く設定されるが、子供の音声は、優先順位が低く設定されるか又はブロックされる
ことを特徴とする請求項６に記載の端末デバイス。
【請求項９】
　車載システムの少なくとも１つの座席が占有されていることを判定するように構成され
ている車載システムをさらに具備することを特徴とする請求項６に記載の端末デバイス。
【請求項１０】
　前記プロセッサは、前記第２音声信号に対応する第１音声コマンド、及び前記第３音声
信号に対応する第２音声コマンドを取得するように構成された後、前記プロセッサは、
　ユーザの測定された体重と、前記第２及び第３音声信号の認識された声紋とを参照して
、前記ユーザの身元を判定する
ようにさらに構成されていることを特徴とする請求項６に記載の端末デバイス。
【請求項１１】
　三次元空間における前記Ｋ個の集音センサの座標が異なることを特徴とする請求項６又
は７に記載の端末デバイス。
【請求項１２】
　コンピュータにより実行されると、請求項１から５のいずれか一項の方法を前記コンピ
ュータに実行させる命令を具備するコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１３】
　請求項１から５のいずれか一項の方法を実行するように適合されたコンピュータプログ
ラム。
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